
令和６年度 千葉県地域両立支援
推進チーム協議会の議題について

令和６年１０月２９日
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１ ５か年計画の進捗状況

２ 今年度の取組１ セミナーの開催
及び広報活動

３ 今年度の取組２ アンケートの実施

４ 今後の活動について



【疾病を抱える労働者の状況】
◌ 何らかの疾患で通院している労働者の割合は年々増加している。

○ 日本の労働人口の約３人に１人が働きながら通院している。

○ 一般定期健康診断の約２人に１人は有所見。

治療と仕事の両立支援を巡る状況
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資料︓厚生労働省「業務上疾病発生状況等調査」

0

10

20

30

40

50

60

70

H5 H7 H9 H11
H13
H15
H17
H19
H21
H23
H25
H27
H29
R1 R3

% 令和３年度
有所見率 58.7％

何らかの疾患で通院している労働者の割合

資料︓厚生労働省「国民生活基礎調査」



ガイドラインの構成

治療と仕事の両立支援を巡る状況

両立支援を行うに当たっての留意事項

両立支援を行うための環境整備

両立支援の進め方

3

 両立支援の対象者 ⇒ 雇用形態を問わず、全ての労働者

 両立支援の対象疾患 ⇒ 反復継続して治療が必要な全ての疾患

治療と仕事の両立のために必要となる就業上の措置や治療に対する配
慮が適切に行われるようにするための具体的な取組方法をまとめた、
事業者向けのガイドライン （平成28年2月作成、平成31年3月改称）

参考資料
・様式例集
・支援制度・機関
・疾患別留意事項
︓がん、脳卒中、肝疾患、難病、心疾患、糖尿病

・企業・医療機関連携マニュアル（解説編、事例編）
︓がん、脳卒中、肝疾患、難病、心疾患、糖尿病

治療と仕事の両立支援ガイドライン



○ 取組状況の共有と取組の連携
○ セミナーの開催
○ 取組事例の収集
○ 企業向けリーフレットの作成 他

チーム構成機関等

協議内容（抜粋）

「千葉県地域両立支援推進チーム」による地域の取組の推進

4

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 / 順天堂大学医学部附属浦安病院 / 公益社団法人千葉県医師会 / 千葉県がんセン
ター / 一般社団法人千葉県経営者協会 / 千葉県社会保険労務士会 / 一般社団法人千葉県商工会議所連合会 / 千葉県商工会連合
会 / 千葉県中小企業団体中央会 / 公益社団法人千葉県労働基準協会連合会 / 東京歯科大学市川総合病院 / 公益社団法人日本医
療ソーシャルワーカー協会 / 特定非営利活動法人日本キャリア開発協会 / 一般社団法人日本産業カウンセラー協会東関東支部 / 
日本労働組合総連合会千葉県連合会 / 船橋市立医療センター / 独立行政法人労働者健康安全機構千葉産業保健総合支援センター
/ 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院（以上50音順）
千葉県 / 千葉公共職業安定所 / 松戸公共職業安定所 / 事務局︓千葉労働局

平成29年度～



千葉県地域両立支援推進チーム（以下「推進チーム」という。）は、
平成29年８月28日に発足して以来、次の活動を行ってきた。

１．計４回の協議会開催
【平成29年度、30年度、令和2年度（書面開催）、3年度（同）】

２．啓発用パンフレット作成 【平成29年度、30年度】
３．両立支援にかかるアンケート実施

（事業者向け、労働者向け、ともに1800件対象） 【平成30年度】

４．両立支援導入セミナーの開催（約140名出席） 【平成30年度】

５ ．県、各市町村、商工事業者団体への広報依頼 【平成30年度】
６ ．両立支援カードの作成・配布

（日本医師会会員3097医療機関に依頼） 【令和３年度】
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１ 平成29年度から令和３年度までの５年間の取組１ 平成29年度から令和３年度までの５年間の取組



それぞれの立場からの両立支援の意義
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労働者にとっての意義
疾病にかかったとしても、本人が希望する場合は、疾病を増悪させることがないよう、
適切な治療を受けながら、仕事を続けられる可能性が高まる。

事業者にとっての意義
労働者の健康確保という位置づけとともに、貴重な人材資源の喪失防止にもつながる。
さらには、健康経営や多様な人材の活用を通した労働者のモチベーションや生産性の向
上、人材の定着、組織の社会的責任（ＣＳＲ）の実現といった意義
もあると考えられる。

医療関係者にとっての意義
仕事を理由とする治療の中断や、仕事の過度な負荷による疾病の増悪を防ぐことで、
疾病の治療を効果的に進めることが可能となる。

社会にとっての意義
疾病を抱える労働者の方々も、それぞれの状況に応じた就業の機会を得ることが可能と
なり、全ての人が生きがい、働きがいを持って各々活躍できる社会の実現に寄与するこ
とが期待される。



健康経営認定制度
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「健康経営」は、従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的
に実践すること。日本再興戦略、未来投資戦略に位置づけられた「国民の
健康寿命の延伸」に関する経済産業省の取組の一つ。
企業理念に基づき、従業員などへの健康投資を行うことは、従業員の活
力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や
株価向上につながると期待される。

健康経営認定制度

健康経営銘柄2022（R4.3.9経済産業省公表） 50社（前年 48社）

健康経営優良法人2022（R4.3.9経済産業省公表）

【大規模法人部門】2,299社（前年 1,801社）＊上位500社はホワイト500

【中小規模法人部門】12,255社（前年 7,934社）＊上位500社はブライト500

治療と仕事の両立支援を含め、 労働者の健康管理は
経営上の「コスト」ではなく、戦略的な「投資」



健康経営の取組の拡大
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〇 2021年度は、日経平均株価を構成する225社のうち84％が健康経営度調査に回答。
〇 また、健康経営優良法人に認定された法人で働く従業員数は770万人。（日本の被雇用者の13%）
〇 健康経営を認知している企業の中で、健康経営に取り組んでいるまたは取組を検討している企業は68％

健康経営認定制度にエントリーしている法人数 健康経営の取組状況

資料︓大同生命株式会社 中小企業経営者アンケート
大同生命サーベイ 2022年７月度調査レポート
（2022年8月25日公表）2022年7月1日～28日
全国の企業経営者8215社に対する訪問（又はZoom
面談）調査

資料︓令和４年７月26日 健康・医療新産業協議会
第６回健康投資ＷＧ資料２より抜粋



１．協議会開催 （毎年開催） 【令和４年度、 ５年度、 ６年度】

２．啓発用リーフレット作成 【令和４年度】

３．両立支援セミナーの開催 【令和５年度、 ６年度】

４．県、各市町村、商工事業者団体への広報依頼 【令和５年度、 ６年度】

５．両立支援に係るアンケート実施 【令和６年度】

６．両立支援に係る好事例の収集 【令和４年度、 ５年度、 ６年度】
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２ 令和４年度から令和８年度までの５年間の取組２ 令和４年度から令和８年度までの５年間の取組



令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

②好事例の収集
（ＨＰ掲載）

①セミナーの開催
（R5年度）

①セミナーの開催
（R6年度）

①セミナーの開催
（R7年度）

取組事例集の
作成・配布

●事業者や事業場内産業保健スタッフ向けのセミナーを開催する。
① 事業者や産業保健スタッフを対象としたセミナーを開催する。

●好事例の収集を行う。
② チームメンバーから好事例の事業場や医療機関の情報を収集し、千葉労働局ＨＰに掲載

する。そして、ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」へ掲載依頼を行う。
多数の事例が集まれば、事例集の作成も検討する。

３ ５か年活動計画（１）３ ５か年活動計画（１）

（２）セミナーの開催、好事例収集
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（３）作業部会の設置
セミナーの開催、リーフレットの改訂等に向けた作業部会を設置する。

（委員については、事務局から関係機関に依頼いたします。）
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千葉労働局資料



１ 治療中の労働者の個人情報保護

２ 中小零細企業における取組

３ 産業保健スタッフとの連携
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令和５年度の
治療と仕事の両立支援
セミナーの特徴
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ホームページ
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ホームページ
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資料No５
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資料No６ホームページ
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資料No６ホームページ
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資料No7厚生労働省資料
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資料No８
千葉労働局資料
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資料No８千葉労働局資料
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① 労働者が事業者へ申出
・労働者から、主治医に対して、勤務情報提供書を提供
・それを参考に主治医が、症状、就業の可否、時短等の

望ましい就業上の措置、配慮事項について情報を提供
（主治医意見書等）
・労働者が、当該書面を事業者に提出

② 事業者が産業医等の意見を聴取
・事業者は、労働者から提出された主治医からの情報を、

産業医等に提供し、就業上の措置、治療に対する職場で
の配慮に関する意見を聴取（産業医意見書等）

③ 事業者が就業上の措置等を決定・実施
・事業者は、主治医、産業医等の意見を勘案し、労働者の

意見も聴取した上で、就業の可否、就業上の措置（作業
の転換等）、治療に対する配慮（通院時間の確保等）の
内容を決定・ 実施

企 業

① 勤務情報提
供書の提供

③ 両立支援プラン/職場復帰支援
プランの作成

※ 両立支援の検討は、労働者からの申出から始まる

医療機関

② 主治医意見書
の作成

（産業医等の意見）

主治医 労働者

個別の治療と仕事の両立支援の進め方 （ガイドライン ６～８頁）

治療と仕事の両立支援の進め方

※ 具体的な支援内容をまとめた「両立支援プラン」の作成が望ましい。
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資料No１０厚生労働省資料





治療と仕事の両立支援カード

労働者 主治医企 業

①勤務情報提供書作成支援 ② 勤務情報提供書の提出

③ 主治医意見書の発行④ 主治医意見書の提出と
両立支援の申込

企 業 主治医

① 追加様式(勤務情報)の提出

② 追加様式(意見書)の発行

③ 追加様式の提出と
両立支援の申込

労働者

※必要に応じて、従来の、勤務情報提供書の提出及び勤務情報提供書に基づく主治医意見書の発行

２ 新たに追加されたスキーム

１ 従前からあるスキーム

「治療と仕事の両立支援カード」
労働者が主治医に自ら勤務情報を提供し、かつ、この情報に基づき 主治医が就業上の意見等を提示するための様式

（勤務情報提供書と主治医意見書の様式を一体のものとしたもの）

⓪両立支援の申し出

⓪両立支援の申し出

⑤両立支援プラン
の作成

④両立支援プラン
の作成
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資料No９厚生労働省資料
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資料No１１厚生労働省資料
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厚生労働省資料 資料No１２
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資料No１３厚生労働省資料
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資料No１３裏面



令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

アンケート手法
の検討・実施

アンケート手法
の検討・実施

●取組状況の検証
・ 「２ 現状」の調査について、５か年計画内に実施する同調査により状況を検証する。

検証するデータが揃わないとき等については、アンケートの実施を検討する。

４ 成果・取組状況の検証４ 成果・取組状況の検証

（１）成果検証

（２）取組検証
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

（4～7月）
前年度取組の集約と
検証のとりまとめ

●取組状況の検証
・ 協議会において、各取組状況を総括し、以降の取組みを検討する。 30
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資料No１５
千葉労働局資料
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資料No１４
千葉労働局資料



令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

②好事例の収集
（ＨＰ掲載）

①セミナーの開催
（R5年度）

①セミナーの開催
（R6年度）

①セミナーの開催
（R7年度）

取組事例集の
作成・配布

●事業者や事業場内産業保健スタッフ向けのセミナーを開催する。
① 事業者や産業保健スタッフを対象としたセミナーを開催する。

●好事例の収集を行う。
② チームメンバーから好事例の事業場や医療機関の情報を収集し、千葉労働局ＨＰに掲載

する。そして、ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」へ掲載依頼を行う。
多数の事例が集まれば、事例集の作成も検討する。

３ ５か年活動計画（１）３ ５か年活動計画（１）

（２）セミナーの開催、好事例収集
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（３）作業部会の設置
セミナーの開催、リーフレットの改訂等に向けた作業部会を設置する。

（委員については、事務局から関係機関に依頼いたします。）
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資料No１６千葉労働局資料



セミナー開催への広報活動

ご協力のお願い

35

１ 周知用リーフレットの配布

２ 広報誌等への掲載

３ 当局ホームページへのリンクの設置
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資料No１７
千葉労働局資料
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資料No１７
千葉労働局資料
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ホームページ



１ セミナーの実施 （１２月）

２ 成果・取組状況の検証 （アンケート）

３ 次年度以降の好事例の収集及び
セミナーの開催
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今後の活動について
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資料No１８厚生労働省資料
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資料No１９
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資料No２０日本キャリア開発協会資料
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資料No２１日本産業カウンセラー協会資料
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資料No２２千葉産業保健総合支援センター協会資料１
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資料No２３
千葉産業保健総合支援センター協会資料２


